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伊予三島ロータリークラブ

2021-2022年度国際ロータリーテーマ

2021-2022年度国際ロータリー会長　Shekhar-Mehta （シャカール・メータ）

第３２６７回　　 　　　  　　　　例　　会　　記　　録　　　 　　　　 　令和 3 年 10 月 1 日

開会　今村定生　会長

出席報告　 

　出席会員（３５名中）　　　　　  　３２名

　出席免除　　　　　　　　　　　　　１名

　出席率　　　　　　　　　　９４．１２％

　第３２６５回修正出席率　　９４．１２％

会長の時間

○誕生日御祝

　藤田英和　君（　５日）、今村定生　君（１６日）

　山内一正　君（２８日）、渡邊吉和　君（３０日）

幹事報告

・地区青少年奉仕委員会～

　　　　　　　   ＩＡＣ年次大会動画配信のご案内

・四国中央市国際交流協会～会報誌１０．１１月号

・四国中央地区防犯協会～事務局だより１０月号

例会行事

米山奨学委員会

　外山英敏　委員長

米 山 記 念 奨 学 委 員 会

委員長　外 山 英 敏

 №１４

令和 3.10.1

第３２６７回

ニコニコ紹介

井川　正君～

　息子が無事明日 10 才を迎える事になりました。  

1/2 成人式です。また 10 年後、成長した姿を見せ

てほしいです。　

誕生祝～藤田英和君、今村定生君、

　　　　山内一正君、渡邊吉和君

　本日は米山記念奨学会の担当例会です。10 月は米山月間であり、米山記

念奨学会への理解を深めていただく特別月間です。9 月 25 日には愛媛第

Ⅰ・第Ⅱ分区米山協議会が松山市で開催される予定でしたが、新型コロナ

ウイルス蔓延防止のために集会を避けてインターネットのズームによる遠

隔参加で行われました。この会には伊予三島ロータリークラブを代表して

今村定生会長が参加して下さいました。有難うございました。この協議会

では第 2670 地区愛媛分区の 2021 年度米山奨学生四名の紹介と本人の所信

発表が行われました。四名の内一名のミャンマーからの愛媛大学への留学生ビエ ウォン ティ

リさんがコロナで入国が遅れたため不参加となり、三名だけの参加となりました。あとの三名

はベトナムからのグェン　ハ　ヴィさん。愛媛大学農学部食料生産学科 4 年生です。同じくベ

トナムからのグェン　ティ　トゥ　マイさん。愛媛大学　工学部、化学・生命科学コース　3

年生です。三人目はバングラデシュからのファダス　ジャンナトウルさん。同じく愛媛大学　

連合農学研究科・生物資源利用学専攻 2 年生です。お世話クラブはハ　ヴィさんが松山南 RC。

マイさんは伊予 RC。ジャンナトウルさんは西条 RC です。四人目のティリさんはまだ日本にお

られませんが松山北 RC が世話クラブとなっています。10 月 1 日は連絡が間に合わず米山奨学

生卓話は実現できませんでした。今村会長の計らいで 11 月 12 日の会長の時間を変更して本人

の都合がつけば、例会において米山奨学生の卓話を実現したいと思っています。

　本日は 1967 年 2 月設立総会が開催。7 月に「財団法人ロータリー米山記念奨学会」設立され

てから 50 年目の 2017 年 7 月に財団 50 周年を迎えました。これを記念したロータリー財団 50

周年記念 DVD を見て頂いて米山奨学会について理解を深めて頂きたいと思います。

親睦委員会

　10月15日プログラム予定

　米山奨学会は日本独自の国際的な奨学事業です。会員皆様のご理解とご支援・特別寄付をよろ

しくお願いします。特別寄付は金額が 10 万円に達成したときに奨学会から感謝状が贈呈されま

す。私事で恐縮ですが一度に会社で 10 万円はできないので個人の寄付として毎年 2 万円を寄付

して、先月マルチプル米山功労者として 7 回目の感謝状を頂きました。自分でもよく続いたもの

だと思っています。特別寄付は各クラブで平均一人 1 万円を要望されています。クラブによって

その対応は違いますが、大きいニコニコを入れたつもりで毎年 1 万円以上を特別寄付頂ければ必

ず達成できると思います。会社として寄付すると法人税の優遇措置が受けられます。個人として

は「RotaryYoneyama 豆辞典」にあるように、所得税の A「税額控除」、B「所得控除」が受け

られます。


